
財

務

省

○

令
第

号

国
土
交
通
省

独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
三
十
号
）
第
四
条
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
独
立

行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
の
業
務
運
営
並
び
に
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

平
成
二
十
一
年

月

日

財
務
大
臣

与
謝
野

馨

国
土
交
通
大
臣

金
子

一
義

独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
の
業
務
運
営
並
び
に
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

財

務

省

独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
の
業
務
運
営
並
び
に
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
九
年

令
第

国
土
交
通
省

一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
九
条
第
三
項
第
三
号
を
削
り
、
同
項
第
四
号
中
「
前
三
号
」
を
「
前
二
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と
す
る
。



附
則
第
一
条
の
二
中
「
第
三
十
九
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
五
号
」
を
「
第
三
十
九
条
第
一
項
第
一
号
、
第
四
号
及
び
第
五

号
」
に
、
「
第
三
十
九
条
第
一
項
第
四
号
中
」
を
「
第
三
十
九
条
第
一
項
第
一
号
中
「
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
」
と
あ
る
の
は
「

三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
」
と
、
同
項
第
四
号
中
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


